
【確認申請】電子申請の流れ

①事前相談後に電子申請の場合

　□紙申請 ☑電子申請（事前相談なし□）

②事前相談後に紙申請の場合

　☑紙申請 □電子申請

※紙出力(正副2部）のうえ本申請をしてください（窓口or郵送）

　

(補足説明）

※１  

※２  

※３  

※４  

※５ 「ファイル一覧」にある最終の申請図書ﾃﾞｰﾀに当センターの審査済スタンプを押します。

当センターの審査済スタンプが押された図書データが副本となりますので、ダウンロードして保存してください。

補正図書のアップデートはチャット画面の添付ファイルではなく、必ず「ファイル一覧」を更新し、「補正申請」にて行ってください。

確認済証は郵送します。確認済証のお受け取り方法は、郵送か窓口を選択できます。

「ﾌｧｲﾙ一覧」審査済ｽﾀﾝﾌﾟ

一般財団法人　宮崎県建築住宅センター

審査完了

入金確認

本申請図書の補正及び

補正図書のアップロード

受理要件確認

請求書確認

手数料振込
消
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受付/請求書発行

本申請補正を依頼

本申請を依頼

本申請を送信 本申請を受信

事前補正を受信

事前相談を送信 事前相談受信（事前受付）

事前審査

事前補正を依頼

事前申請図書の補正及び

補正申請を受理

建築住宅センター

補正申請を送信

補正内容の確認
事前補正を送信

本申請依頼受信

補正ﾃﾞｰﾀ(PDF)のｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ

　・当センターでは①及び②の「事前相談」からの

　　申請をお願いします。

　※ご注意

　・直接本申請 ☑電子申請（事前相談なし☑）

　　の場合は差戻しとなる場合がございます。

(ﾏﾆｭｱﾙ「k01」P23参照）

紙申請の場合

申請者様

申請情報ｼｽﾃﾑ入力/図書ﾃﾞｰﾀ(PDF)ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ

後納事業者様以外には請求書を送信いたしますので、ご入金をお願いいたします。（原則3営業日以内）

不足書類がある等受理要件を見たさない場合は、本申請は受理できません。

確認済証受領

 副本ダウンロード

確認済証発行

確認済証原本(郵送)
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